
　⑴　給与等や報酬・料金、公的年金等の支払を受ける人が震災、風水害、落雷、火災のような災害により
　　大きな被害を受けたときは、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」（以下「災免法」
　　といいます。）によって、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けることができます（災免法３、復興財確
　　法 33 ①）。
　なお、これにより徴収猶予や還付を受けた人は、年末調整の対象とならないため、確定申告で雑損控
除や災免法による所得税の軽減免除の適用を受けることにより精算することになります。

⑵　災免法に基づき給与等又は公的年金等について徴収猶予を受けようとする場合には、所定の申請書を
その支払者を経由して災害を受けた人の納税地の所轄税務署長に提出 （還付を受ける場合や、報酬・料金
について徴収猶予を受ける場合等は、直接、災害を受けた人の納税地の所轄税務署長に提出）すること
とされています。

　　　詳しい手続などについては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「源泉徴収
　　のあらまし」を参照してください。

を害災、は人宛名の書請申、もで合場のこ（んせまい構もてし出提に長署務税轄所の地税納の税得所泉源の者払支）注（　　
　　　　　受けた人の納税地の所轄税務署長としてください。）。

　　源泉徴収税額のある給与所得者で確定申告をすればその源泉徴収税額の還付が受けられるのは、次のよ
　うな人です。
　⑴　年の中途で退職して年末調整を受けなかった人で、その後その年中に他の所得がないことなどにより、
　　給与等について源泉徴収された税額が年税額を超える人
⑵　災害により住宅や家財についてその価額の 50％以上の損害を受けたため、災免法の規定による所得税
の軽減、免除を受けようとする人

　⑶　災害、盗難又は横領により住宅や家財について損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支
　　出をした場合に、その損害額や支出した金額が一定の金額を超えるため、所得税法の規定による雑損控
　　除を受けようとする人（⑵の軽減や免除を受ける人は、その災害による損失額については、この控除は
　　受けられません。）
⑷　支払った医療費が、10 万円か所得金額の合計額の５％相当額かのいずれか低い金額を超えるため、所
得税法の規定による医療費控除を受けようとする人

⑸　国や特定公益増進法人等に対して支払った寄附金、都道府県・市区町村に対する寄附金（ふるさと納
税等）、認定特定非営利活動法人等の行う一定の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、特定新規
中小会社が発行した株式の取得に要した金額又は特定の政治献金が２千円を超えるため、所得税法等の
規定による寄附金控除を受けようとする人

　⑹　所得が一定額以下の人などで、配当所得があるため所得税法等の規定による配当控除を受けようとす
　　る人
　⑺　外国で所得税に相当する税を納めた人又は集団投資信託の収益の分配等の支払を受けた場合で一定の要件
　　を満たす人で、所得税法の規定による外国税額控除又は分配時調整外国税相当額控除を受けようとする人
　⑻　住宅の取得等をしたため、租税特別措置法の規定による住宅借入金等特別控除を受けようとする人や、
　　住宅借入金等特別控除の適用が２年目以降となる人で年末調整の際にその控除を受けていない人
⑼　退職手当等の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、その支
払額に 20.42％の税率で源泉徴収をされた人で、その源泉徴収税額が退職所得控除額等を適用して求めた
税額を超えている人

　⑽　政党等に対して政治活動に関する一定の寄附をしたことにより政党等寄附金特別控除を受けようとす
　　る人
　⑾　認定特定非営利活動法人等に対する一定の寄附金又は一定の公益社団法人等に対する一定の寄附金が
　　２千円を超えるため、租税特別措置法の規定による所得税額の特別控除を受けようとする人
　⑿　一定の耐震改修を行った人で、住宅等耐震改修特別控除を受けようとする人
　⒀　一定の特定改修工事を行った人で、住宅特定改修特別税額控除を受けようとする人又は一定の認定住
　　宅等の新築等を行った人で、認定住宅等新築等特別税額控除を受けようとする人
　⒁　特定支出の額の合計額が給与所得控除額の２分の１相当額を超えるため、給与所得者の特定支出控除
　　の特例の適用を受けようとする人
⒂　健康の保持増進及び疾病の予防のために健康診断等を受け、かつ、一定の医薬品に係る購入費の合計額
が１万２千円を超えた場合に、租税特別措置法の規定による医療費控除の特例を受けようとする人

Ⅲ　災害被害者に対する救済

Ⅳ　給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額が還付される場合
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年末調整手続の電子化で業務の効率化

年末調整手続の電子化のメリット

① 手書きでの書類作成が不要！

② 控除額はソフトが自動計算！

③ テレワーク中の従業員も提出可能！

④ マイナポータル連携を利用すれば、

  保険料等の控除証明書等をまとめて取得可能！

① 関係書類の配付や回収が不要！

② 控除額や添付書類のチェックが簡単！

③ 会社のシステムへの手入力作業が不要！

④ 書類の保管場所も不要！

従業員（給与所得者）勤務先（給与の支払者）

イ －  ネン チョウ

国税庁 法人番号7000012050002

いいね!! e-年調

１． 従業員が控除証明書等をデータで取得し、これを利用して年末調整に関する

申告書をデータで作成

２． 勤務先が従業員から年末調整に関する申告書及び控除証明書等のデータ提

供を受け、このデータを利用して年税額を計算

年末調整手続の電子化とは・・・

従業員による３ステップ

「年末調整手続の電子化」に必要な準備に関するパンフレットやQ＆Ａは、こちらをご覧く
ださい。

国税庁では、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」（年調ソフト）を無償で提供してい
ます。

１ ． 準 備
控除証明書等を

データで取得（※）

発行主体
マイナポータル

３ ． 提 出
勤 務 先 に

デ ー タ で 提 出

勤務先の給与担当

※ 控除証明書等は、その控除証明書等の発行主体（保険会社等）から取得してください。
 なお、マイナポータル連携を利用することで、控除証明書等のデータを一括取得できます。

２ ． 作 成
申 告 書 を

デ ー タ で 作 成

マイナポータル連携を行うための事前準備については、こちらをご確認ください。

※ マイナポータル連携を利用するためには、マイナンバーカードが必要です。
 マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。  

マイナンバーカードの有効期限や更新手続等の詳細は、こちらをご確認ください。

R7.９

-31-

https://digital-gov.note.jp/n/nff8306c9b552
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/nenmatsu.htm#0025006-114
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　国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用のための事前準備（前ページをご覧ください。）の後、ダイレク
ト納付などによる納付が可能となります。
　e-Taxソフト（WEB版）を利用した源泉所得税及び復興特別所得税の納付のしかたは次のとおりです。

　開始届出を送信し取得した「利用者識別番号」とe-Taxに登録
した「暗証番号」を用いてe-Taxソフト（WEB版）にログインし、
徴収高計算書データを作成・送信します。
※1　自動ダイレクトを利用する場合、徴収高計算書データを送信する画面で、「自動
ダイレクトを利用する」旨の項目にチェックを入れて送信することで、2以下の
手続は不要となります。

もていつにターデ書算計高収徴の）円０額税付納（合場いなが額税きべす付納　 2※
送信することができます。

１　徴収高計算書データの作成・送信

２　納付方法の選択
　データを送信後表示される受信通知又はメッセージボックス一覧から納
付区分番号通知を表示し、納付方法を選択します。
①　ダイレクト納付を利用する場合
　納付予定日に応じて、画面の「今すぐに納付される方」又は「納付日
を指定される方」のボタンをクリックします。

②　インターネットバンキングで納付を行う場合
　画面の「インターネットバンキング」ボタンをクリックし、以後、画面の案
内に従い、お取引先の金融機関のインターネットバンキングにログインします。

③　クレジットカード納付を利用する場合
　画面の「クレジットカード納付」ボタンをクリックし、「国税クレジッ
トカードお支払サイト」へアクセスします。

④　スマホアプリ納付を利用する場合
　画面の「スマホアプリ納付」ボタンをクリックし、「国税スマートフォ
ン決済専用サイト」（スマートフォン専用）へアクセスします。

e-Taxを利用した納付のしかた（源泉所得税）☆ ☆☆ ☆

３　納付
①　ダイレクト納付を利用する場合
　納付日を指定して納付する場合は、振替を行う預貯金口座を選択し、
納付日を指定した後、画面の「納付」をクリックすると、選択した預貯
金口座から指定した期日に振替が行われ、納付が完了します。

②　インターネットバンキングで納付を行う場合
　インターネットバンキングにログインすると、払込情報が画面に表示
されますので、内容を確認し納付手続を行います。

③　クレジットカード納付を利用する場合
「国税クレジットカードお支払サイト」が表示されますので、注意事項及
びe-Taxから引き継がれた内容（納付金額等）を確認し納付手続を行います。

④　スマホアプリ納付を利用する場合
  「国税スマートフォン決済専用サイト」が表示されますので、注意事項及
びe-Taxから引き継がれた内容（納付金額等）を確認し納付手続を行います。

※１　納付期限内に徴収高計算書データを送信した場合であっても、期限後に電子納税を行ったと
きは、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがありますのでご注意ください。

　２　ダイレクト納付の場合、納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボッ
クスに格納されますので必ずご確認ください。また、納付日の指定を行った場合は、指定し
た日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。

ーセッメが」知通了完付納ドーカトッジレク「,後了完続手付納、合場の付納ドーカトッジレク　３　
ジボックスに格納されますので必ずご確認ください。

　４　スマホアプリ納付の場合、納付手続完了後、「スマホアプリ納付完了通知」がメッセージボッ
クスに格納されますので、必ずご確認ください。

　e-Taxを利用することにより所得税徴収高計算書（納付書）が不要となる方に
つきましては、「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」欄の「１　送付不要」
を選択し、徴収高計算書データを送信してください。
　次回の年末調整関係書類送付時から納付書の送付（郵送）を省略いたします。

①

②

③

④

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました
　源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト
（WEB 版）と同様の画面操作を用いて、徴収高計算書の作成・送信・
納付手続を体験できるデモ操作ツールです。 ※体験できる機能は一部のみ

事前準備不要 何度でも操作可能 操作確認用に

2 0 2 6 0 7 1 0 1 2 0 3 5 7 1 7 1 5 1 1

2 0 2 6/7 / 1 0  1 2 : 0 3 : 5 7
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　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）、e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧ください。

ｅ‐Ｔａｘを利用して源泉所得税が納付できます！

　e-Taxソフトをはじめてご利用になる場合は、e-Taxの開始届出書の提出（送信）が必要です。
　e-Taxソフト（WEB版）を利用して開始届出書の提出（送信）を行うと、利用者識別番号を通知する画
面が表示されます。

出提・成作書出届）等更変（始開のxaT-e「のジーペムーホxaT-e、もに他、は法方の出届始開のxaT-e　 1※
コーナー」を利用する方法や所轄税務署に書面で提出する方法があります。

用利ご）版BEW（トフソxaT-e（ジーペムーホxaT-e、はていつに法方作操の）版BEW（トフソxaT-e　 2　
ガイド）をご覧ください。

e‒Taxの開始届出を行います。2

スマートフォンなどを利用して源泉所得税が納付できます。
　スマートフォンやタブレット端末からも、e-Taxソフト（WEB版）を利用することにより、源泉所得税を納付できます。

　国税電子申告・納税システム（e-Tax）による納付手続は次のとおりです。

続手付納てしルートスンイをトフソxaT-eにンコソパ、おな。すまきで用利を続手付納で上ザウラブbeWは）版BEW（トフソxaT-e　 ※
を利用することも可能です。

ご利用開始までの流れ （e-Taxソフト（WEB版）を利用する場合）

e‒Taxソフト（WEB版）の準備をします。1
　 e-Taxソフト（WEB版）をご利用になる際に、事前準備セットアップが必要な場合があります。事前準備
セットアップについては、e-Taxホームページ「e-Taxソフト（WEB版）のご利用に当たって【パソコン】」
をご確認ください。

納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
なお、各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページ「源泉所得税の納税手続」

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm）
をご覧ください。
①　ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）を利用する場合
　　ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署へ提出します。
　　個人事業者の方はe-Taxからダイレクト納付利用届出書を提出（送信）することができ、金融機関届出印や電子証明書が 
　不要となります。
　　書面でダイレクト納付利用届出書を提出していただいてから利用可能となるまでに１か月程度かかりますが、 e-Taxでの
　提出（送信）の場合は、１週間程度でご利用できます。
　　ダイレクト納付利用届出書の記載方法や、ご利用可能な金融機関等の詳細については、国税庁ホームページ「源泉所得税
　の納税手続」の「ダイレクト納付」でご確認ください。

す信送てれ入をクッェチに目項の旨」るす用利をトクレイダ動自「、で面画るす信送をターデ書算計高収徴のxaT-e、おな　 　
ることで、法定納期限当日（法定納期限当日に手続をした場合は、翌取引日）に自動的に口座引落しにより納付を行うこと
ができます。
②　インターネットバンキングで納付を行う場合
　　金融機関とインターネットバンキングの契約をします。利用するためには、お取引き先の金融機関で「税金・各種料金払
　込みサービス」（ペイジー）が提供されている必要がありますので、あらかじめ金融機関にご確認ください。
③　クレジットカード納付を利用する場合
　　利用可能なクレジットカードをご準備ください（利用可能なクレジットカード等の詳細については、国税庁ホームページ「源
　泉所得税の納税手続」の「クレジットカード納付」でご確認ください。）。
　　※　納付税額に応じた決済手数料がかかります（決済手数料は、国の収入になるものではありません。）。
④　スマホアプリ納付を利用する場合
　　スマートフォンをご準備ください。
　　※１　納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
　　※２　事前にＰａｙ払い（○○ペイ）へのアカウント登録及び残高のチャージが必要です。
これで納付のための手続（準備）は完了です。具体的な納税のしかたについては次ページをご覧ください。

税務署又は金融機関等に対し納付のための手続（準備）を行います。3

「源泉所得税の納税手続」

【開始届出書を作成する】
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https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb1.htm
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　国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用のための事前準備（前ページをご覧ください。）の後、ダイレク
ト納付などによる納付が可能となります。
　e-Taxソフト（WEB版）を利用した源泉所得税及び復興特別所得税の納付のしかたは次のとおりです。

　開始届出を送信し取得した「利用者識別番号」とe-Taxに登録
した「暗証番号」を用いてe-Taxソフト（WEB版）にログインし、
徴収高計算書データを作成・送信します。
※1　自動ダイレクトを利用する場合、徴収高計算書データを送信する画面で、「自動
ダイレクトを利用する」旨の項目にチェックを入れて送信することで、2以下の
手続は不要となります。

もていつにターデ書算計高収徴の）円０額税付納（合場いなが額税きべす付納　 2※
送信することができます。

１　徴収高計算書データの作成・送信

２　納付方法の選択
　データを送信後表示される受信通知又はメッセージボックス一覧から納
付区分番号通知を表示し、納付方法を選択します。
①　ダイレクト納付を利用する場合
　納付予定日に応じて、画面の「今すぐに納付される方」又は「納付日
を指定される方」のボタンをクリックします。

②　インターネットバンキングで納付を行う場合
　画面の「インターネットバンキング」ボタンをクリックし、以後、画面の案
内に従い、お取引先の金融機関のインターネットバンキングにログインします。

③　クレジットカード納付を利用する場合
　画面の「クレジットカード納付」ボタンをクリックし、「国税クレジッ
トカードお支払サイト」へアクセスします。

④　スマホアプリ納付を利用する場合
　画面の「スマホアプリ納付」ボタンをクリックし、「国税スマートフォ
ン決済専用サイト」（スマートフォン専用）へアクセスします。

e-Taxを利用した納付のしかた（源泉所得税）☆ ☆☆ ☆

３　納付
①　ダイレクト納付を利用する場合
　納付日を指定して納付する場合は、振替を行う預貯金口座を選択し、
納付日を指定した後、画面の「納付」をクリックすると、選択した預貯
金口座から指定した期日に振替が行われ、納付が完了します。

②　インターネットバンキングで納付を行う場合
　インターネットバンキングにログインすると、払込情報が画面に表示
されますので、内容を確認し納付手続を行います。

③　クレジットカード納付を利用する場合
「国税クレジットカードお支払サイト」が表示されますので、注意事項及
びe-Taxから引き継がれた内容（納付金額等）を確認し納付手続を行います。

④　スマホアプリ納付を利用する場合
  「国税スマートフォン決済専用サイト」が表示されますので、注意事項及
びe-Taxから引き継がれた内容（納付金額等）を確認し納付手続を行います。

※１　納付期限内に徴収高計算書データを送信した場合であっても、期限後に電子納税を行ったと
きは、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがありますのでご注意ください。

　２　ダイレクト納付の場合、納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボッ
クスに格納されますので必ずご確認ください。また、納付日の指定を行った場合は、指定し
た日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。

ーセッメが」知通了完付納ドーカトッジレク「,後了完続手付納、合場の付納ドーカトッジレク　３　
ジボックスに格納されますので必ずご確認ください。

　４　スマホアプリ納付の場合、納付手続完了後、「スマホアプリ納付完了通知」がメッセージボッ
クスに格納されますので、必ずご確認ください。

　e-Taxを利用することにより所得税徴収高計算書（納付書）が不要となる方に
つきましては、「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」欄の「１　送付不要」
を選択し、徴収高計算書データを送信してください。
　次回の年末調整関係書類送付時から納付書の送付（郵送）を省略いたします。

①

②

③

④

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました
　源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト
（WEB 版）と同様の画面操作を用いて、徴収高計算書の作成・送信・
納付手続を体験できるデモ操作ツールです。 ※体験できる機能は一部のみ

事前準備不要 何度でも操作可能 操作確認用に

2 0 2 6 0 7 1 0 1 2 0 3 5 7 1 7 1 5 1 1

2 0 2 6/7 / 1 0  1 2 : 0 3 : 5 7
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　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）、e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧ください。

ｅ‐Ｔａｘを利用して源泉所得税が納付できます！

　e-Taxソフトをはじめてご利用になる場合は、e-Taxの開始届出書の提出（送信）が必要です。
　e-Taxソフト（WEB版）を利用して開始届出書の提出（送信）を行うと、利用者識別番号を通知する画
面が表示されます。

出提・成作書出届）等更変（始開のxaT-e「のジーペムーホxaT-e、もに他、は法方の出届始開のxaT-e　 1※
コーナー」を利用する方法や所轄税務署に書面で提出する方法があります。

用利ご）版BEW（トフソxaT-e（ジーペムーホxaT-e、はていつに法方作操の）版BEW（トフソxaT-e　 2　
ガイド）をご覧ください。

e‒Taxの開始届出を行います。2

スマートフォンなどを利用して源泉所得税が納付できます。
　スマートフォンやタブレット端末からも、e-Taxソフト（WEB版）を利用することにより、源泉所得税を納付できます。

　国税電子申告・納税システム（e-Tax）による納付手続は次のとおりです。

続手付納てしルートスンイをトフソxaT-eにンコソパ、おな。すまきで用利を続手付納で上ザウラブbeWは）版BEW（トフソxaT-e　 ※
を利用することも可能です。

ご利用開始までの流れ （e-Taxソフト（WEB版）を利用する場合）

e‒Taxソフト（WEB版）の準備をします。1
　 e-Taxソフト（WEB版）をご利用になる際に、事前準備セットアップが必要な場合があります。事前準備
セットアップについては、e-Taxホームページ「e-Taxソフト（WEB版）のご利用に当たって【パソコン】」
をご確認ください。

納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
なお、各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページ「源泉所得税の納税手続」

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm）
をご覧ください。
①　ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）を利用する場合
　　ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署へ提出します。
　　個人事業者の方はe-Taxからダイレクト納付利用届出書を提出（送信）することができ、金融機関届出印や電子証明書が 
　不要となります。
　　書面でダイレクト納付利用届出書を提出していただいてから利用可能となるまでに１か月程度かかりますが、 e-Taxでの
　提出（送信）の場合は、１週間程度でご利用できます。
　　ダイレクト納付利用届出書の記載方法や、ご利用可能な金融機関等の詳細については、国税庁ホームページ「源泉所得税
　の納税手続」の「ダイレクト納付」でご確認ください。

す信送てれ入をクッェチに目項の旨」るす用利をトクレイダ動自「、で面画るす信送をターデ書算計高収徴のxaT-e、おな　 　
ることで、法定納期限当日（法定納期限当日に手続をした場合は、翌取引日）に自動的に口座引落しにより納付を行うこと
ができます。

②　インターネットバンキングで納付を行う場合
　　金融機関とインターネットバンキングの契約をします。利用するためには、お取引き先の金融機関で「税金・各種料金払
　込みサービス」（ペイジー）が提供されている必要がありますので、あらかじめ金融機関にご確認ください。
③　クレジットカード納付を利用する場合
　　利用可能なクレジットカードをご準備ください（利用可能なクレジットカード等の詳細については、国税庁ホームページ「源
　泉所得税の納税手続」の「クレジットカード納付」でご確認ください。）。
　　※　納付税額に応じた決済手数料がかかります（決済手数料は、国の収入になるものではありません。）。
④　スマホアプリ納付を利用する場合
　　スマートフォンをご準備ください。
　　※１　納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
　　※２　事前にＰａｙ払い（○○ペイ）へのアカウント登録及び残高のチャージが必要です。
これで納付のための手続（準備）は完了です。具体的な納税のしかたについては次ページをご覧ください。

税務署又は金融機関等に対し納付のための手続（準備）を行います。3

「源泉所得税の納税手続」

【開始届出書を作成する】
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https://www.e-tax.nta.go.jp/taiken/gensencashless.htm

